
〇垣・さくの制限について
地区計画区域内では、垣・さく等を設ける場合に、生垣やフェンスとしていただくよう
ルールを定めております。その中で、構造の制限について下記のような取扱い基準を
定めておりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

＜ 対象の地区計画名称 ＞
① 袖壁、門柱等を設ける場合

ポスト等を設けるために門柱、袖壁を設置する必要が
ある場合は、以下のように長さは１箇所あたり1.2ｍ以
下で、２箇所までとしてください。

また、築造長さの合計は接道長さの２分の１以下とし
てください。

② 敷地と道路に高低差がある場合

フェンス以外の部分については、敷地が道路より
低い場合は道路面を、敷地が道路よりも高い場合は
敷地面を基準として、高さ（Ｈcm）を設定してください。

③ フェンス等の構造について

道路に面する部分および隣地に面する部分に設ける
垣・さく等の構造は、下図により設置してください。

ただし、道路・隣地から１ｍ以上後退して設置された
もの、法令の制限などによりやむを得ない場合は
この限りでありません。

＜凡例＞ 〇設置可 ×設置不可

メッシュ・ネット・格子
（透過率50％以上のもの）

メッシュ・ネット・格子
（透過率50％未満のもの）

ポリカーボネイト板
（防火性能があるもの）

ルーバータイプ
（通気性のあるもの）

道路面

〇
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制限なし

道路面

〇

隣地面

制限なし

道路面

〇

隣地面

制限なし

道路面

〇

隣地面

制限なし
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地４ 田柄五丁目地区地区計画

地５ 高松四・五丁目谷原一丁目地区地区計画

地７ 高松一・二丁目地区地区計画

地１８ 中村橋駅南口地区地区計画

地１９ 江古田駅北口地区地区計画

地２５ 東武練馬駅南口周辺地区地区計画

地３０ 中村橋駅北口地区地区計画

地３１ 北町二丁目西部地区地区計画

地３５ 江古田北部地区地区計画

地３９ 北町一丁目地区地区計画

地４０ 江古田南部地区地区計画

地４１ 放射35号線北町地区地区計画

地４２ 補助230号線大泉学園町地区地区計画

地４４ 補助230号線大泉町二丁目地区地区計画

地４５ 富士見台三・四丁目環八南地区地区計画

地４６ 羽沢・桜台地区地区計画

地４７ 上石神井駅周辺地区地区計画

地４８ 補助233号線沿道地区地区計画


